
制度・内容等 お問合せ先 ＱＲコード

テレワーク推進強化奨励金
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/tele-
suisinkyoka.html

　　　令和6年5月17日(金)まで 公益財団法人東京しごと財団雇用環境
整備課「テレワーク奨励金」事務局
電話番号：03-5211-0395
（平日9時～17時）

*平日12時～13時、土日・祝日、年末年始を除く
※「テレワーク推進強化奨励金」と伝えたうえ
で、問い合わせ内容をお話しください。

テレワークの活用や出勤者数の削減に応じた事業者に対し、奨励金を支給。
＜要件＞
テレワーク推進強化期間（令和3年12月6日～ 令和6年3月31日）にテレワーク可能な労働者数のうち「週３日・社員の
７割以上」、１か月・２か月テレワークを実施。

産業雇用安定助成金（雇用維持支援コース）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html

　

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労
働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助
成。

　
ハローワーク池袋（池袋本庁舎）
（豊島区・板橋区・練馬区を管轄）
 電話番号：03-3987-8609（33#）

産業雇用安定助成金
電話番号： 0120-603-999

 （ 9:00～21:00 土日・祝日含む）

●新型コロナウイルス感染症に関する支援策等を一部抜粋して紹介しています。ご活用く

ださい。

※給付金等を装った詐欺には、十分ご注意ください。

令和6年1月22日時点
情報は更新されていることもありますので

各問合せ先で最新情報をご確認ください。

名称変更

期間延長
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ＱＲコード

東京産業労働局　金融部　金融課
 電話番号：03-5320-4877

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が15％以上減少の事業者が対象
＜融資限度額＞6,000万円
＜融資期間＞運転資金・設備資金10年以内（据置5年以内）
＜融資利率＞1.5%～2.2%
 新型コロナウイルス感染症対応融資<略称「伴走対応」>
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/03/25/36.html

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が15％以上減少の事業者が対象
＜融資限度額＞2億2,000万円
＜融資期間＞運転資金・設備資金10年以内（据置5年以内)
                    一括返済は１年以内
＜融資利率＞1.5%～2.2%

特別借換（新型コロナウイルス感染症対応緊急融資等）
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/03/25/36.html

＜対象＞令和元・2年度の感染症対応・感染症借換・危機対応（コロナ）　※「感染症全国」は対象外

＜融資利率＞1.5％以内～2.4％以内
＜融資限度額＞借換元の融資残高に事業計画実施に必要な資金を加えた額
＜信用保証料＞8千万円まで：全額補助、8千万円超：4分の3補助

＜対象＞感染症の影響を受けながらも、事業転換や事業の多角化、
             デリバリー対応等の業態転換に取り組む都内中小企業
＜限度額＞2億8,000万円
＜期間＞運転資金・設備資金　15年以内（据置5年以内）
＜利率＞1.7%～2.2%
＜信用保証料＞8千万円まで：4分の3補助（全事業者）
　　　　　　　        8千万円超　2分の1補助（小規模企業者）

事業転換・業態転換等支援融資（新型コロナウイルス感染症対応）
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/03/25/36.html

 新型コロナウイルス感染症対応融資<略称「伴走全国」>
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/03/25/36.html

制度・内容等 お問合せ先

セーフティネット保証★
http://www.city.toshima.lg.jp/122/machizukuri/sangyo/kigyo/020463.html

　　　　　　　4号　令和6年3月31日（日）まで
　　　　　　　5号　令和5年12月より指定業種更新　3月31日（日）まで
　　　　　　　危機関連保証　終了

豊島区文化商工部生活産業課
商工グループ
 電話番号：03-4566-2742

セーフティネット保証4号・5号の認定を受けると信用保証協会の一般保証枠とは別枠で保証を受けることが可能
希望する事業者は、豊島区への認定申請が必要

※末尾に★マークのある制度に関しては、豊島区役所内「としまビジネスサポートセンター」に申請資料をご用意しております。

期間延長
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【一時停止中】「Go To トラベル事業」地域共通クーポン取扱店舗登録
https://biz.goto.jata-net.or.jp/

Go To トラベル事務局コールセンター
 ナビダイヤル：0570-017-345
 IP電話等から：03-6747-3986東京都も対象となるGo To トラベルを利用した旅行者に配布される、旅行地で使用できるクーポン。

※地域共通クーポン取扱店舗の登録には申請が必要
【事業者の条件】業種別の新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを遵守する等、感染症拡大防止策に係る責務等を果たし、感染
拡大防止策を徹底する者。
【販売停止中】（1）Go To Eat キャンペーン(プレミアム付食事券)
https://r.gnavi.co.jp/plan/campaign/gotoeat-tokyo/shop/index.html

（１）プレミアム付食事券
加盟店向けサポートセンター
 電話番号：03-6746-4830

豊島区 文化商工部 生活産業課

その他の支援策については、こちらでもご案内しています。

豊島区公式ホームページ

https://www.city.toshi

ma.lg.jp/index.html

東京都 新型コロナウイルス感染症

支援情報ナビ

https://covid19.supportnavi.metro.toky

o.lg.jp/

経済産業省ホームページ

https://www.meti.go.jp

/covid-19/index.html

としまビジネスサポートセンター 地元金融機関や産業団体など、関連機関が一体となり、

新しい協働のカタチをとりながら中小企業を支援。

お気軽にご相談ください。

豊島区庁舎7F 電話番号：03-5992-7022

月～金 9時30分～16時30分

（土日祝日、年末年始の休業日を除く）
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